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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

厚生労働省 保険局

令和５年12月14日 第173回社会保障審議会医療保険部会 資料１



健康保険証の廃止について

■令和５年12月12日（火）マイナンバー情報総点検本部（第５回） 総理発言（抜粋）

次に、健康保険証については、総点検に加え、医療情報という特性も踏まえ、入念的に、登録済みの全データについて確認を実施

しています。本日の武見大臣からの報告では、来年春頃に、不一致データの確認作業を完了する見通しです。

その上で、マイナ保険証への移行に際しては、健康保険証の廃止後も、最大１年間は、現行の保険証が使用可能であるほか、マイ

ナ保険証を保有しない方には、申請によらず、資格確認書を発行します。このように、デジタルとアナログの併用期間をしっかり設

けて、全ての方に安心して確実に保険診療を受けていただける環境をつくります。さらに、暗証番号の設定が不要な顔認証カードの

交付や、特急発行の仕組みの構築など、マイナ保険証の円滑な利用に向けて、マイナンバーカードの改善を進めます。

こうした国民の不安払しょくのための各般の措置の進捗状況を踏まえ、法令に基づき、予定通り、現行の健康保険証の発行を来年

秋に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとします。

マイナンバーカードは、デジタル社会における公的基盤です。医療分野においても、マイナ保険証は、患者本人の薬剤や診療の

データに基づく より良い医療、なりすましの防止など、患者・医療現場にとって多くのメリットがあり、さらに、電子処方箋や電子

カルテの普及・活用にとっても核となる、我が国の医療ＤＸを進める上での基盤です。

まずは一度、国民にマイナ保険証を使っていただき、より質の高い医療などメリットを感じていただけるよう、医療機関や保険者

とも連携して、利用促進の取組を積極的に行ってまいります。
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マイナ保険証の不安払しょくに向けたその他の取組状況について

○ 健康保険証については、保険者による総点検に加え、医療情報という特性も踏まえ、入念的に、登録済みデータ全体について住民

基本台帳との突合による確認を実施し、11月までに突合を完了。

○ 住民基本台帳との突合の結果不一致があったデータのうち、先行して保険者等による確認を行った試行実施分（５保険者・加入者

約146万人を対象）において検知された誤登録は、17件（0.001％）

(※）不一致データに対する誤登録の発生割合は、①生年月日・性別不一致：3.6%、②氏名等不一致：0.025%

○ 試行実施分以外の不一致データ（※）について、不一致の内容に応じて情報の閲覧を停止。現在、保険者等による確認を実施中。

来年春を目途に、確認作業を終える予定。

１．登録済データ全体の確認

２．保険資格データ未登録者への対応

３．オンライン資格確認と保険証の負担割合等の相違事案への対応

（※）不一致データ数（これから保険者等による確認が行われる件数）は、①生年月日・性別

不一致が2,779件、②氏名等不一致が約139万件。試行実施の結果に基づく誤登録の推計値は、

約450件（①2,779件×3.6%＋②139万件×0.025％）。

○ 9／29に公表した相違事案の事例のパターンについて、各保険者で再点検を実施し、15,879件の相違が判明。前回調査での判

明件数（5,695件）と合わせると、加入者の0.018％（21,574件）。これらはいずれも、最終的に被保険者は正しい負担割合

等で負担。

○ 事務処理誤りやシステムの仕様による負担割合等の表示誤りを防ぐため、10月以降順次、保険者システムの改修を行っており、

原則として今年度中に実施。 （例：10月下旬には、後期高齢者医療や国民健康保険の一部システムの改修を実施済）

○ 来年夏までに、オンライン資格確認で負担割合等が正しく表示されているか定期的に保険者がチェックする仕組みを導入。

※ うち、双子が４組８件、家族内取り違いが２組４件
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○ 本年８月時点で資格情報とマイナンバーが紐付けされず未登録となっていた加入者約71万件（協会けんぽ 約36万件、それ以外の

被用者保険・国保組合 約35万件）について、保険者より事業主経由で個人番号等の提出を依頼。現在までの対応状況は以下のとおり。

・ 約69万件につき事業主への対応を完了。

・ うち、海外在住（マイナンバー未付番）、資格喪失等により対応不要が約７万件

登録済みが約33万件（協会けんぽ 約11万件、それ以外の被用者保険・国保組合 約22万件）

事業主・本人からの提出を得られなかったものが約30万件（被用者保険・国保組合加入者の約0.37％）

（事業主の協力を得られなかったケースは、年内に保険者から本人に直接、提出を依頼。保険証廃止後まで提出がない場合は

資格確認書を送付。）

令和５年12月12日
第５回マイナンバー情報
総点検本部資料（抜粋）



顔認証マイナンバーカードについて

○ 認知症などで暗証番号の設定に不安がある方が安心してカードを利用でき、代理交付の負担軽減にも

つながるよう、暗証番号の設定が不要なカードの交付を可能とする。

⇒ ・ ご高齢者やそのご家族、福祉施設等のご意見を踏まえ、導入に向けた検討を実施。

市町村の意見を踏まえた制度設計とし、市町村において、事前に情報提供した事務フロー等に

基づき、準備を実施。

・ 令和５年12月15日導入開始

（顔認証マイナンバーカードイメージ）

外見上区別できるよ
う追記欄に記載
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公的医療機関等におけるマイナ保険証の利用促進について
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○ 厚生労働省所管団体（＊１）が開設する公的医療機関等に対し、以下の対応を要請

① 令和６年５月末、11月末の利用率の目標設定と進捗管理

② マイナ保険証利用者のための専用レーン設定と担当者による声掛け・案内の実施

⚫ マイナ保険証利用者のための専用レーンを設定し、担当者を当分の間配置し、マイナ保険証

利用の働きかけや、カードリーダーの使用方法の案内、患者の方からの質問に対応。

※ 関係省庁と連携し、厚生労働省所管団体以外（＊２）が開設する公的医療機関等に対し、上記を踏まえ

た対応を実施するよう要請

（＊１）独立行政法人国立病院機構（NHO）、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）、国立高度専門医療研究センター（NC）各病

院、独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会

（＊２）自衛隊病院、国家公務員共済組合連合会、地方公共団体（都道府県・市町村等）、厚生農業協同組合連合会、地方公務員共済組合

のほか、国立大学法人、公立大学法人 等

※ 民間医療機関等の取組促進のため、利用率の自主的な目標として活用できるよう、各医療機関等へ

の実績通知を実施（実施に向けて調整中）



マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援について

１．医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援（案）

・概要：マイナ保険証の利用率（初診・再診・調剤）が一定以上増加した医療機関等に対して、増加率に応じて段階的に利用件数分の支援

・取組期間：2024（R6）年１月～11月 〔前半：2024（R６）年１～５月、後半：2024（R６）年６～11月〕

・支援内容：マイナ保険証利用件数が少ない医療機関の底上げが目的。期間中のマイナ保険証利用率が2023（R5）年10月の利用率との
比較で増加した医療機関等に対する支援。前半（2024（R６）年１～５月）と後半（2024（R６）年６～11月）それぞれの
平均利用率・総利用件数に応じて支援額を決定。

・事務の概要：支払基金において、前半、後半の期間ごとに、医療機関の期間中の平均利用率と2023年10月の利用率を踏まえ支払い。
（年２回、医療機関からの申請は不要）

○ 医療現場において、カードリーダーの操作に慣れない患者への説明など、マイナ保険証の利用勧奨に取り組んでい
ただくことで、マイナ保険証の利用促進を図る。そのインセンティブとなるよう、初診・再診等におけるマイナ保険
証の利用率の増加に応じて、医療機関等に利用件数分の支援をする。

令和５年度補正予算

217億円

2023.10の 利
用率からの増

加量

対象期間(2024.1～５)
支 援 額

対象期間(2024.6～11)
支 援 額

５％pt以上 20円/件 －

1０％pt以上 40円/件 40円/件

2０％pt以上 60円/件 60円/件

3０％pt以上 80円/件 80円/件

4０％pt以上 100円/件 100円/件

５０％pt以上 120円/件 120円/件

患者
マイナ保険証
利用

支払

データ提供
支払基金 国保連

医療機関等
（病院、診療所等、薬局）

マイナ保険証の利用率が一定以上増加した医療機関等

＜事務の概要＞
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マイナ保険証利用件数が多い医療機関・薬局について、顔認証付きカードリーダーの増設を支援

○補助内容

2023(R5)年10月から2024(R6)年3月までのいずれかの月のマイナ保険証の月間利用件数の総数が500件以上の機関

については、顔認証付きカードリーダー１台の増設に要した費用の一部を補助する。

なお、病院については、以下の条件に応じ、顔認証付きカードリーダー最大3台まで、増設に要した費用の一部を

補助する。

○補助対象・補助率

顔認証付きカードリーダー・資格確認端末の購入費用・工事費に対して１／２補助｡

マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援について

２．医療機関・薬局における顔認証付カードリーダー増設の支援（案）

利用件数
機 関

500～999件 1,000～1,499件 1,500～1,999件
※1台運用機関1,500件以上

2,000～2,499件
※2台運用機関1,500件以上

2,500件以上

1台の無償提供を受けた施設 １台 ２台 ３台 － －

2台の無償提供を受けた施設 － １台 ２台 ３台 －

3台の無償提供を受けた施設 － － １台 ２台 ３台

診療所
薬局

１台

275,000
病院

１台 ２台 ３台

275,000 450,000 625,000

〔補助上限額〕
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医療機関・薬局でのマイナンバーカードの利活用推進事業（令和5年度補正予算 42.1億円）

来年度秋の保険証廃止に向けて、マイナ保険証利用に係るメリットを更に感じていただけるよう、マイナンバー
カードを診察券や公費負担医療や地方単独医療費助成の受給者証として利用可能とするため必要な医療機関・薬局
のシステム(再来受付機・レセプトコンピューター)の改修について支援を実施。

マイナンバーカード一枚で医療機関・薬局に受診できる環境を目指して

【イメージ】

病 院 大型チェーン薬局
(グループで処方箋の受付が月４万回以上の薬局)

診療所

薬局(大型チェーン薬局以外)

費用の
補助内容

再来受付機の改修を含む場合
60.0万円を上限に補助 ※１

（事業費120万円を上限にその１/２を補助） 3.6万円を上限に補助 ※２
（事業費7.3万円を上限にその１/２を補助）

5.4万円を上限に補助 ※２

（事業費7.3万円を上限にその３/４を補助）上記以外の場合
28.3万円を上限に補助 ※２

（事業費56.6万円を上限にその１/２を補助）

※１ マイナ保険証の利用件数が一定以上であることを満たす場合。現に設置している再来受付機のみを対象とする。
上記を満たさない場合でも、利用率が一定以上増加しているときには、40.0万円を上限に補助(事業費120万円を上限にその１/３を補助)。

※２ 診察券のマイナンバーカードへの一体化のみ対応する医療機関においては、マイナ保険証の利用率が一定以上増加していることを満たす場合のみ補助

【事業概要】

診察券又は医療費助成の受給者証の一体化に係るシステム改修を行う医療機関・薬局に対して以下の補助を行う。

デジタル庁
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8

【補助内容・要件（詳細）】

補助内容（上限額）は、医療機関・薬局の種別や対象経費等に応じ、以下表のとおり。

【補助要件】

※１： 2023(R5)年10月末から2024(R6)年3月末までのいずれかの月のマイナ保険証の月利用件数の総数が500件以上であること

※２： 2023年10月末のマイナ保険証の利用率と比較して、2024年１月以降の平均利用率が５％以上増加したこと(注)

注 2024年１月以降の利用率を算出し、５％を超えた時点で申請要件を満たすこととする。

※ 対象施設は、オンライン資格確認の義務化対象施設約21万施設の概ね1/4程度を想定

※ 再来受付機については、現に設置する病院において改修を行う場合のみ対象(購入は対象外)。

PMH(受給者証)＆診察券の
両方対応

PMH(受給者証)
のみ対応

診察券のみ対応(診療所・病院)

診療所
薬局(大型チェーン薬局以外)

5.4万円を上限に補助
(事業費7.3万円を上限にその３/４を補助)

5.4万円を上限に補助 ※２
(事業費7.3万円を上限にその３/４を補助)

大型チェーン薬局
3.6万円を上限に補助

(事業費7.3万円を上限にその１/２を補助)
ー

病
院

①再来受付機の改
修を含む

60.0万円を上限に補助 ※１
(事業費120万円を上限にその１/２を補助)

40.0万円を上限に補助 ※２
(事業費120万円を上限にその１/３を補助)

ー

60.0万円を上限に補助 ※１
(事業費120万円を上限にその１/２を補助)

40.0万円を上限に補助 ※２
(事業費120万円を上限にその１/３を補助)

②上記以外
28.3万円を上限に補助

(事業費56.6万円を上限にその１/２を補助)
28.3万円を上限に補助 ※２

(事業費56.6万円を上限にその１/２を補助)

デジタル庁



マイナンバー活用等デジタル推進に係る保険者の取組

２．国民健康保険

○ 保険者努力支援制度において、①「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」等に準じたＩＣＴを活用した面接やアプ

リケーション等を用いた効果的な保健指導を実施できる体制の構築や、②対象者が自ら日々測定する血圧、心拍数、体重、体脂肪、食

事、運動、服薬等の健康状態等に関するデータ（ＰＨＲ）の活用など、デジタル技術を活用した生活習慣病の発症や重症化予防等に係

る効果的な保健指導の実施に関する評価指標を検討。※具体的な評価指標の設定は国保事務レベルＷＧで議論を行う。

３．後期高齢者医療制度

○ 後期高齢者医療制度保険者インセンティブ評価指標において、 ①ＩＣＴを活用した効果的な保健指導を実施できる体制の構築や、②

ＰＨＲの活用推進など、デジタル技術を活用した生活習慣病の重症化予防・フレイル等の予防に係る効果的な保健事業の実施に関する

評価指標を検討。 ※具体的な評価指標の設定は後期高齢者医療制度保険者インセンティブ評価指標見直しに係る実務者検討班で議論を

行う。

１．被用者保険

○ 「特定健診や診療の情報を医師と共有でき、自身の健康・医療データに基づくより適切な医療を受けられること」や「限度額適用

認定証が不要になること」などのマイナンバーカードで受診するメリットについて、パンフレットやHP、各種通知を通じ、事業主・

加入者にわかりやすく周知し、マイナ保険証の利用促進に向けた取組の強化を図っている。

○ 後期高齢者支援金の加算・減算制度において、既存のＰＨＲ活用の評価指標に加えて、マイナンバーを活用した体制整備等、デジ

タル活用の推進に関する評価指標を検討。※具体的な評価指標は令和５年度に開催する加算・減算制度検討ＷＧで議論を行う。

＜参考＞日本健康会議「健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025」宣言５においても、マイナンバーに関する以下の保険者の取組を達成要件としている。

9



病床転換助成事業について

厚生労働省 保険局

令和５年12月14日 第173回社会保障審議会医療保険部会 資料２



病床転換助成事業の概要

医 療 機 関都 道 府 県 ( 5 / 2 7 )国支 払 基 金保 険 者

病床転換支援金等
（病床転換支援金・事務費拠出金）

交付金（10/27）

病床転換助成交付金（12/27）
交付

事業スキーム

①介護医療院
②ケアハウス
③介護老人保健施設
④有料老人ホーム

(居室は原則個室とし、１人当たりの床面積が、概ね１３㎡以上であること）

※ 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を含む。

⑤特別養護老人ホーム
⑥ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設するものに限る)

⑦認知症高齢者グループホーム
⑧小規模多機能型居宅介護事業所
⑨複合型サービス事業所
⑩生活支援ハウス
⑪サービス付き高齢者向け住宅（④の有料老人ホームであるもの以外の住宅）

①療養病床（介護療養型医療施設を除く）
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院（又は同一
診療所）内にあり、療養病床とともに転換を図ることが合
理的であると考えられるもの

転換

転換に係る整備費用を助成
【補助単価(１床あたり)】

①改修 ５０万円
（躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等)）

②創設 １００万円
（新たに施設を整備）

③改築 １２０万円
（既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備）

• 療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整
備費用を都道府県が助成する事業※

※ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）附則第２条に基づく事業。

• 費用負担割合は、国：都道府県：保険者＝１０：５：１２

対象となる病床 対象となる転換先施設

1



病床転換助成事業の経緯

2
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• 病床転換助成事業については、平成20年度に事業を開始して以降これまでに２度、事業期限を延長してお
り、現在の事業期限は令和５年度末。
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※上記の病床転換支援金とは別に病床転換助成関係事務費拠出金を保険者から徴収しており、被保険者１人当たり換算では、平成20年は0.6円のところ、平成29年度は0.3

円、令和５年度は0.1円と減少傾向になっている。
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病床転換助成事業の活用実績

3
※ 病床数は、令和３年度までは実績確定数。令和４年度は交付決定数、令和５年度は10月20日時点の申請数。複数年の工事は病床数を按分して各年度に計上。

約357床/年（病床数）

○ 病床転換助成事業を活用した転換病床数（H20~R4）

379

637

875

114

511

199 171
235

96

259

632

975

590
502

436

748

0

200

400

600

800

1000

1200

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

○ 転換先施設の割合（H20~R4）

○ 都道府県ごとの病床転換助成事業の活用実績（H20~R4）

⚫ 病床転換助成事業は、これまで合計7359床（※）の医療療養病床の転換（主な転換先は介護医療院）に活用され
ている。地域医療構想の取組が始まって以降、活用実績が増加し、地域医療構想の取組や医療費適正化の取組に活用
されてきた。他方、都道府県で実施する病床転換助成事業の意向調査においても活用希望がなく、実績の少ない都道
府県がある等の状況を踏まえると、事業の周知・理解不足等の課題があると考えられる。

約566床/年
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• 平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化（いわゆる社会的入院の是正）が課題とされ、医療の必要性に
応じた機能分担（療養病床の再編成）を推進することとされ、転換の支援措置の一つとして、病床転換助成事業が開始され
た。その後、二度の事業延長を行い、現状、令和６年３月31日までとされている。

• 地域医療構想では、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能ごとに推計し、都道府県におい
ては、それを踏まえて病床機能の分化・連携に向けた取組を実施しているところ、慢性期を担う医療療養病床については、
介護保険施設・在宅医療等への転換を含め、地域医療構想の中で適切に受け皿の整備を進めていく必要がある。

• また、令和６年度からの第４期医療費適正化計画では、新たに「当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の
機能の分化及び連携の推進の成果」を必須記載事項としており、都道府県の取り組むべき施策として位置付けている。その
際、病床転換助成事業は、医療療養病床（慢性期）の介護保険施設への転換を促す事業であり、都道府県は現在も本事業を
活用し、病床機能分化・連携に向けた取組を行っている。

4

（参照条文）
○高齢者の医療の確保に関する法律 抄
附則
（病床転換助成事業）
第二条 都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関（医療法人その他の厚生労働省令で

定める者が開設するものに限る。）に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換（医療法第七条第二項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令
で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数
に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。）に要する費用を助成する事業（以下「病床転換助成事業」という。）を行うものとする。

○前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成19年政令第325号） 抄
附則
（法附則第二条に規定する政令で定める日）
第五条 法附則第二条に規定する政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。

病床転換助成事業の延長

• 病床転換助成事業については、これまでの事業・取り組みに対する効果検証を行うとともに、事業活用実績の少ない都道府
県の要因分析を行い、その結果や課題を踏まえ具体的な取組を検討し、都道府県の更なる病床転換が図られるよう、周知広
報の見直しなど具体的な取組の一層の強化を図ることとする。

• その上で、今後、地域医療構想や医療費適正化の取組を集中的に進めていくため、本事業については、2025年までの地域
医療構想の期間に合わせて、事業を延長（2年間）してはどうか。

• なお、2年後の事業のあり方や、病床転換支援金の剰余金の保険者等への具体的な返還のあり方については、引き続き検討
を行う。
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○ 療養病床は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるもの。

○ 医療保険の『医療療養病床（医療保険財源）』と、介護保険の『介護療養病床（介護保険財源）』がある。

○ 要介護高齢者の長期療養・生活施設である新たな介護保険施設「介護医療院」を創設。（平成30年４月施行）

医療療養病床

介護療養病床

介護医療院
介護老人
保健施設療養１・２

（20対1）

経過措置
（25対1）

Ⅰ型 Ⅱ型

概 要

病院・診療所の病床のうち、主として長期
療養を必要とする患者を入院させるもの

※療養１・２は医療区分２・３の患者がそれぞれ８
割・５割以上

病院・診療所の病床のうち、長期療養
を必要とする要介護者に対し、医学的
管理の下における介護、必要な医療
等を提供するもの

要介護者の
長期療養・生活施設

要介護者にリハビリ等
を提供し、在宅復帰
を目指し在宅療養支
援を行う施設

病床数 約15.1
万床 ※1

約6.6

万床 ※1
約0.5万床 ※２ 約3.4万療養床※３ 約1.3万療養床※3

約37.1万床 ※４

（うち介護療養型：約
0.6万床※３）

設置根拠

医療法（医療提供施設）

医療法（病院・診療所）
医療法（病院・診療所）

介護保険法 （介護医療院） 介護保険法
（介護老人保健施設）介護保険法（介護療養型医療施設）

施
設
基
準

医師 48対１（３名以上） 48対１（３名以上）
48対１

（３名以上）
100対１
（１名以上）

100対１
（１名以上）

看護
職員

４対１ ６対１ ６対１ ６対１ ３対１
（うち看護職員を2/7程

度を標準）
介護
職員

４対１ ６対１～４対１
療養機能強化型は５対１～４対１

５対１～４対１ ６対１～４対１

面 積 6.4㎡ 6.4㎡ 8.0㎡以上 ※６ 8.0㎡ ※７

設置期限 ー 令和５年度末 （平成30年４月施行） ー

療養病床等の概要

２対１

（３対１）

（令和5年度末まで、６対１で可）

※１ 施設基準届出（平成28年７月１日） ※２ 病院報告（令和５年８月分概数） ※３ 介護医療院開設移行等支援事業調査令和５年９月末時点
※４ 介護サービス施設・事業所調査（令和３年10月１日） ※５ 医療療養病床にあっては看護補助者。 ※６ 大規模改修まで6.4㎡以上で可。 ※７ 介護療養型は大規模改修まで6.4㎡以上で可。 6

※５

（令和5年度末まで、６対１で可）



療養病床の推移
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277,626 280,171 282,961 285,148 282,909 282,931 279062 276,488 275,067 

120,700 
113,851 

103,810 

94,839 
87,142 

81,070 
76,693 71,328 67,318 

62,603 58,686 
53,596 47,156 

36,574 

19,955 15,971 
9,724 6,235 

384,442 

365,300 
359,612 355,291 

349,807 345,896 343,386 341,366 339,803 340,229 338,857 336,557 332,304 

319,483 

302,886 
295,033 

286,212 281,302 

0
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400,000

H18.4 H19.4 H20.4 H21.4 H22.4 H23.4 H24.4 H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4

医療療養病床 介護療養病床 療養病床数
（床）

出典：厚生労働省「病院報告」（月報）

○ 療養病床の再編成において、当初からの16年間で介護療養病床は約11万床減少した。
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89.6
万床

※1

2015年度病床機能報告

合計 119.0万床

89.3
万床

0.1万床増

0.8万床減

1.0万床増

1.2万床減

約0.9万床減

2022年度病床機能報告

合計 119.9万床

88.9
万床

２０２２年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2022年

76.5
万床

1.2万床減

6.3万床減

6.9万床増

4.6万床減

69.0
万床

68.3
万床

2015年

※1：2022年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,885/14,538（95.5％）、2022年度病床機能報告：12,171/12,590（96.7％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：18,399床（参考 2021年度病床機能報告：19,645床）
*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較
するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2022年度病床機能報告

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

90.6
万床

慢性期

35.5万床 (28%)
慢性期

30.8万床 (26%)

慢性期

29.6万床 (25%)

慢性期

28.4万床 (24%)

回復期

13.0万床 (10%)

回復期

19.9万床 (17%)

回復期

21.0万床 (18%)

回復期

37.5万床 (31%)

急性期

59.6万床 (48%)

急性期

53.3万床（45%）

急性期

52.5万床 (44%)

急性期

40.1万床 (34%)

高度急性期

16.9万床 (14%) 高度急性期

15.7万床 (13%)

高度急性期

15.8万床（13%）

高度急性期

13.0万床 (11%)
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平成18年以降の療養病床再編に関する主な議論①

平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化（いわゆる社会的入院の是正）が課題とされ、
平成16、17年の調査において、医療療養病床と介護療養病床で入院患者の状況に大きな差が見られなかった
（医療の必要性の高い患者と低い患者が同程度混在）ことを踏まえ、
・ 医療の必要性が高い人については、医療療養病床
・ 医療よりもむしろ介護の必要性が高い人については、在宅、居住系サービス、又は老人保健施設等

で対応することとし、医療の必要性に応じた機能分担（療養病床の再編成）を推進することとされた。

<健康保険法等の一部を改正する法律>

✔ 介護保険法を改正し、介護療養型医療施設に係る規定を削除（介護保険給付の根拠規定の削除）

✔ 改正法附則に、介護老人保健施設の入所者に対する医療提供の在り方の見直しを行う旨を規定

Ｈ
18

年
度

<診療報酬改定>

✔ 患者の特性に応じた評価を行い、療養病床の
役割分担を明確化。

✔ 療養病床の診療報酬体系について、医療区分
(1～3)、ADL区分 (1～3)を導入し、医療の必要
性に応じた評価を実施。

<転換に当たっての支援措置>

✔ 療養病床が老人保健施設等に転換する場合の施設基準の緩和

✔ 療養病床が老人保健施設等に転換する場合の費用助成 等

<医療法施行規則の改正>

✔ 医療法施行規則を改正し、療養病床の人員
配置標準を引き上げ

＜本則＞看護配置４対１ 看護補助配置４対１

※ ただし、平成23年度末までは、現行の
６対１を経過措置として可能とする。

→平成24年４月１日施行
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<介護療養型医療施設の廃止期限等の延長>

✔ 転換が進んでいない等の理由により、廃止期限を平成29年度末まで延長（平成18年改正法に基づき、介護
療養型医療施設の規定を削除した上で、平成29年度末までの間、なお効力を有するものとした）

✔ これに併せ、医療療養病床の看護人員配置の経過措置についても同様の延長が行われた。

※ 平成24年度以降、医療療養病床からの転換を含め、介護療養病床の新設は不可。

Ｈ
19

年
度
～

Ｈ
23

年
度

Ｈ
27

・
28

年
度

平成18年以降の療養病床再編に関する主な議論②

<介護療養型老人保健施設の創設>

✔ 療養病床の入院患者の医療ニーズに対応する観点から、①看護職員による夜間の医療処置、②看取りへの
対応、③急性増悪時の対応 の機能を評価した、介護療養型老人保健施設を創設（Ｈ20.５～）

✔ 転換における施設基準の更なる緩和
・ 耐火構造、エレベータ設置等について転換前の病院の基準を適用
・ 面積基準に係る経過措置（6.4㎡／床）を拡充（平成23年度末⇒大規模な修繕等までの間） 等

<転換に当たっての支援措置の拡充>

✔ 医療法人による有料老人ホームの設置等を可能とする（Ｈ19.４～）とともに、有料老人ホーム等の入居者
に対して提供される医療サービスについて評価を拡充（Ｈ20年度診療報酬改定） 等

<介護療養型医療施設の評価の見直し>

✔ 平成27年度介護報酬改定において、介護療養型医療施設が担っている医療処置や看取り、ターミナルケア
を中心とした長期療養を行う施設としての機能を評価した「療養機能強化型」の報酬を新設

<療養病床の在り方等に関する検討会における議論>

✔ 有識者による『療養病床の在り方等に関する検討会』を開催。サービス提供体制の選択肢を整理
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<療養病棟入院基本料２（25対１）に医療区分要件を導入>

✔ 療養病棟入院基本料２に、医療区分要件（医療区分２・３の患者を５割以上）を追加。
当該要件を満たせない病床については、平成30年３月31日までの間、95/100を算定できることとした。



４．経過措置の設定等について

（３）各種の転換支援策の取扱い

○ 介護保険事業（支援）計画については、第６期計画の取扱い（介護療養病床及び医療療養病床からの転換については、年度ごとの

サービス量は見込むものの、必要入所（利用）定員総数は設定しない）を、今後も継続するほか、これ以外の転換支援措置も、継続し

ていくべきである。･･･

（略）

○ これらの取扱いを含めて、転換支援策の具体的な内容については、介護給付費分科会等で検討すべきである。

（参考）転換支援措置の例

・ 療養病床等から転換した老人保健施設は、大規模改修までの間、床面積を 6.4 ㎡/人 以上で可とする。

・ 療養病床等から転換した老人保健施設、特別養護老人ホームは、大規模改修までの間、廊下幅（中廊下）を、1.2（1.6）ｍ以

上（内法）で可とする。

・ 療養病床等から転換した老人保健施設等と医療機関の施設・設備の共用を認める（病室と療養室・居室、診察室と特養の医務

室を除く）。

・ 医療機関併設型小規模老人保健施設の人員基準の緩和（小規模老人保健施設に医師、ＰＴ又はＯＴ若しくはＳＴを置かないこ

とで可とする）。

・ 介護療養病床を介護施設等に転換した場合の費用助成。（地域医療介護総合確保基金）

・ 医療療養病床を介護施設等に転換した場合の費用助成。 （病床転換助成事業）

（略）

療養病床の在り方等に関する議論の整理
（平成 2 8年 1 2月 2 0日社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会）

療養病床の在り方等に関する議論の整理
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